
   
 

 

今回の共同実施だよりは「市有バス」「手当の事後確認」についてです。提出期限があるものに

ついて、期限内提出をよろしくお願いします。 

 

市有バスについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※使用人数は密を避けるため最低乗車人数未満でも利用できます。 

感染拡大防止のため、可能な限り、十分な距離を保って乗車できるようにご協力お願いします。 

 

★申請書の提出★ 

必ず２週間前までに提出してください。使用目的欄の余白に使用するバスのナンバーを鉛筆で必ず記入してください。 

今年度変更になりました。 

予約日を設定する場合、予備日も本運行日のバスと同じものを予約してください。 

※7/10本運行日、7/11予備日の場合 

  〇予約可能 7/10「千葉２００は２９３」 7/11「千葉２００は２９３」 

  ×予約不可 7/10「千葉２００は２９３」 7/11「千葉２００は１９３」 

 

★緊急のキャンセルについて★ 

運行２時間前までにバスの運転士に必ず連絡してください。連絡がないと通常の運航費用が発生します。 

 

★運行時間の変更★ 

運行時間を変更（少し早めたい・遅らせたい等）や運行内容の確認等については、直接バスの運転士に連絡し

てください。三陽自動車には原則連絡しないでください。 
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手当の事後確認について 
事後確認は、手当を受給している職員が認定の要件を備えているか、毎月の手当額が適正である

かということを確認するものです。事務職員から提出依頼がありましたらご協力をお願いします。 

 

住居手当事後確認（学校ごとに、事後確認現況届については隔年実施になりました。） 
 

1  対 象 者    住居手当を受給している職員 

 

  ・住居手当事後確認現況届（借家用） 

２  提出書類  ・最新の契約書の写し   

・直近の家賃の領収書の写し 

 

扶養手当事後確認 

 

１ 対 象 者  扶養手当を受給している職員  

 

２ 提出書類  扶養手当事後確認現況届（対象者全員） 

 被扶養者の年齢や区分 必要な書類 

子
・
弟
妹
・
孫
等 

０～15 歳（中学３年生まで） なし 

高校１年生 学生証又は身分証明書の写し 

高校２～３年生 
在学証明書（但し毎年学生証が発行される場合

は学生証でも可） 

大学生又は専門学校生 

（前年度が全日制の高校生） 

在学証明書又は身分証明書の写し 

大学生又は専門学校生（上記以外の者） 令和３年度所得証明書(令和２年分所得) 

配偶者 令和３年度所得証明書(令和２年分所得) 

父母・祖父母等 
令和３年分所得証明書(令和２年分所得) 

と年金額改定通知書の写し 

※不安定収入者・扶養親族でない配偶者・別居親族を扶養している場合は、上記以外に必要な

書類がありますので、個別にお知らせいたします。 

 

      扶養手当に係る所得の取扱いが改正されました 

 

 令和 3 年 1 月 1 日以降、扶養親族として認定する際の給与所得に、通勤手当又は通勤手当に相

当する給与を含めることとなりました。ご注意ください。 

 

 

 

 

被扶養者の給与明細等は

大切に保管しておいてく

ださい。 

※被扶養者に給与所得がある場合は、在職証

明書等により、通勤手当又は通勤手当に相当

する給与についても確認します。 

 

 

          

 

事後確認時だけでなく、契約が更

新されましたら速やかに事務職員

に契約書を提出してください。 

 


